
令和３年度岩手県要約筆記者登録試験実施要項 

 

１ 目的 

この要項は「地域生活支援事業実施要綱」（平成１８年８月１日障発第０８０１００２号厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部長通知）及び岩手県の「要約筆記者養成事業運営要領」（以下「運営要

領」という。）による要約筆記者登録試験の実施について必要な事項を定めるものとする｡ 

 

２ 実施主体 

岩手県から「岩手県立視聴覚障がい者情報センター」の管理運営を委託された社会福祉法人岩手

県社会福祉事業団が行う。 

 

３ 登録試験の方法 

登録試験は、一般社団法人要約筆記者認定協会が主催し実施する「２０２１年度全国統一要約筆

記者認定試験実施要綱」（以下「全国統一試験実施要綱」という。）及び「２０２１年度全国統一要約筆

記者認定試験の手引き」（以下「手引き」という。）に基づき実施する。 

 

４ 登録試験の内容 

要約筆記者として必要な知識・技能を審査するため、全国統一試験実施要綱及び手引きに基づき

次の筆記試験及び実技試験を行う。 

（1）筆記試験 

     要約筆記者に必要な基礎知識 

（2）実技試験 

ノートテイクおよび全体投影現場を想定した要約筆記 

 

５ 実施日 

  令和４年２月２０日（日）１３時００分から１５時３０分まで 

（受付：１２時３０分から１３時００分） 

 

６ 試験会場 

  岩手県立視聴覚障がい者情報センター 

  （いわて県民情報交流センター《アイーナ》４階） 

 

７ 受験申込 

受験申込書を岩手県立視聴覚障がい者情報センターに請求後、必要事項を記入の上、郵送また

は直接、岩手県立視聴覚障がい者情報センターへ申し込む。 

  住所：〒０２０－００４５ 盛岡市盛岡駅西通１－７－１ 電話 ０１９－６０６－１７４３ 

  令和３年１２月１３日(月)必着。 

 

８ 受験資格  

（1）運営要領に基づき岩手県が実施する養成講習を修了した者。 

（2）平成２４年度及び平成２５年度において岩手県が実施した、要約筆記奉仕員を対象とする補習講

習を修了した者であって、全国統一試験要約筆記者認定試験に合格していない者。 

 

９ 受験費用 

  (1)前項の受験資格(1)に該当するものの受験費用は岩手県立視聴覚障がい者情報センターの負担

とする。 

  (2)前項の受験資格(2)に該当するものの受験費用は自己負担とし、手書きのみ受験する者５，５００

円、パソコンのみ受験する者５，８００円、手書き・パソコン両方受験する者８，４００円とする。支払方

法は申込後、別途通知する。 


